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ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における対応について（案） 

 

ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における対応については、【第７回

作業部会（令和元年８月 27 日開催）、並びに第 10 回作業部会（令和２年 11 月９日

開催）】において議論されてきた。今回はこれらのうち進捗があった項目について報

告する。 

 

Ⅰ．PAZ 内の敷地施設緊急事態における対応について 

 

１．ＰＡＺ内の在宅の避難行動要支援者への対応 

① 支援者の同行により避難可能な者は、避難先へ移動。 

② 無理に避難すると健康リスクが高まる者等は、避難に必要な体制が整うまで、

放射線防護施設内で屋内退避。 

 在宅要支援者の支援者及び避難手段の確保等が必要。 

 

⇒「柏崎市及び刈羽村の PAZ 内の在宅の避難行動要支援者への対応」を整理。 

⇒PAZ 内の在宅の避難行動要支援者の避難手段として、「原子力災害時における人員

の輸送等に関する協定（令和２年 10 月 14 日、新潟県・公益社団法人新潟県バス

協会）」を締結。 

⇒PAZ 内の在宅の避難行動要支援者の避難手段として、「原子力災害時における人員

の輸送等に関する協定（令和３年 11 月５日、新潟県・一般社団法人新潟県ハイヤ

ー・タクシー協会）」を締結。（別紙参照） 

 

２．施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力 

 想定対象人数、必要車両台数及び種類（バス、ストレッチャー車、車椅子仕

様）の把握が必要。 

 

⇒在宅の避難行動要支援者、社会福祉施設の入所については、避難先施設を決定し

た上で、福祉車両の運行計画を整理。 

⇒福祉車両の運行については、まず、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者及びその

支援者が、東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）が配備した車両で放射線防護対策施設へ移

動し、次に、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まらない者及びその支援者が、自施設

で所有する福祉車両や東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）が配備した福祉車両（車椅子仕

様）で避難する。 

 

 

【機２】（保存期間：10年） 
令和３年 12 月 22 日 
令和３年度 柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会資料 
内閣府（原子力防災担当） 

資 料 ２ 
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＜柏崎市において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜刈羽村において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値。 

※2 ﾊﾞｽは 1 台あたり 45 人程度、福祉車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）は 1台あたり 1～2人、福祉車両（車椅子仕様）は

1台あたり 1～6人の乗車を想定。  
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３．施設敷地緊急事態での輸送能力の確保 

 必要となる輸送能力の確保（自治体、社会福祉施設、バス会社、電力事業者

等）が必要。 

⇒「柏崎市及び刈羽村における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保」を整理。 

 

＜柏崎市における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜刈羽村における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値。 

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海

保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。  
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Ⅱ．PAZ 内の全面緊急事態における対応について 

 

〇全面緊急事態で必要となる輸送能力及びその確保 

 新潟県実施のアンケート調査の結果より、自家用車により避難する PAZ 住民は

84.7％、バスによる避難が必要な PAZ 内住民は 15.3％となった。 

 

 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民は、 

・柏崎市：合計 2,309 人分、バス 55 台。 

・刈羽村：合計 688 人分、バス 18 台。 

 全面緊急事態発生時には、新潟県内のバス会社が保有する車両により、必要

車両台数を確保。車両及び運転者については、新潟県バス協会等の協力によ

り、更に余裕を持った台数・人数を確保。 

 

１． 柏崎市 

＜全面緊急事態で必要となる輸送能力＞ 

 

＜全面緊急事態での輸送能力の確保＞ 

 
 

 

 

 

 

※ 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値。 

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、

消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。 
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２． 刈羽村 

＜全面緊急事態で必要となる輸送能力＞ 

※数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値。 

 

＜全面緊急事態での輸送能力の確保＞ 

 
 

 

 

 

 

 

※ 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値。 

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、

消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。 

 

 

― 以上 ― 

  



⼀般社団法⼈新潟県ハイヤー・タクシー協会と「災害時
等におけるタクシーによる⼈員等の輸送に関する協定」

ページ番号︓0440244 更新⽇︓2021年11⽉5⽇更新

 新潟県は、⼀般社団法⼈新潟県ハイヤー・タクシー協会と「災害時等におけるタクシーによる⼈員等の輸送に関
する協定」を締結しました。

1 協定の概要

 災害時における⾞椅⼦利⽤者等避難⾏動要⽀援者の広域的な避難について、県の要請により、同協会（会員事業
者）が福祉タクシーによる輸送を担うことにより避難対応の充実を図るもの。

2 協定締結式

(1) ⽇ 時︓令和3年11⽉5⽇（⾦曜⽇） 13時00分〜13時20分

(2) 場 所︓新潟県庁3階 東回廊第⼀応接室

(3) 出席者︓花⾓ 英世 新潟県知事、⼀般社団法⼈新潟県ハイヤー・タクシー協会 佐藤 友紀 会⻑

協定書 [PDFファイル／82KB]

このページに関するお問い合わせ
防災局 防災企画課
防災事業係
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁⾏政庁舎
Tel︓025-282-1606 メールでのお問い合わせはこちら










